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３　

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
特
許
の
二
以

上
の
請
求
項
に
つ
い
て
特
許
無
効
審
判
を

請
求
し
た
と
き
は
、そ
の
請
求
は
、請
求
項

ご
と
に
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

請
求
項
ご
と
に
又
は
一
群
の
請
求
項
ご

と
に
訂
正
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ

の
請
求
の
取
下
げ
は
、
そ
の
全
て
の
請
求

に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
理
の
終
結
の
通
知
）

第
一
五
六
条　

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判

以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事
件
が
審
決

を
す
る
の
に
熟
し
た
と
き
は
、
審
理
の
終

結
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

審
判
長
は
、
特
許
無
効
審
判
に
お
い
て

は
、
事
件
が
審
決
を
す
る
の
に
熟
し
た
場

合
で
あ
つ
て
第
百
六
十
四
条
の
二
第
一
項

の
審
決
の
予
告
を
し
な
い
と
き
、
又
は
同

項
の
審
決
の
予
告
を
し
た
場
合
で
あ
つ
て

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
期

間
内
に
被
請
求
人
が
第
百
三
十
四
条
の
二

第
一
項
の
訂
正
の
請
求
若
し
く
は
第
十
七

条
の
五
第
二
項
の
補
正
を
し
な
い
と
き

は
、
審
理
の
終
結
を
当
事
者
及
び
参
加
人

に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

二
以
上
の
請
求
項
に
係
る
実
用
新
案
登

録
の
二
以
上
の
請
求
項
に
つ
い
て
実
用
新

案
登
録
無
効
審
判
を
請
求
し
た
と
き
は
、

そ
の
請
求
は
、
請
求
項
ご
と
に
取
り
下
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
第
四
十
一
条
で
準
用
す
る
特
許
法
第

百
五
十
六
条
第
一
項（
同
条
第
一
項
中「
特
許

無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事
件

が
」
と
あ
る
の
は
、「
事
件
が
」
と
読
み
替
え

る
）〉

〈
第
五
十
二
条
で
準
用
す
る
特
許
法
第

百
五
十
六
条
第
一
項（
同
項
中「
特
許
無
効
審

判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、事
件
が
」と
あ

る
の
は「
事
件
が
」と
読
み
替
え
る
）〉

〈
第
五
十
八
条
第
二
項
、第
三
項
で
準
用
す
る

特
許
法
第
百
五
十
六
条
第
一
項
〉

〈
第
五
十
六
条
第
二
項
で
準
用
す
る
特
許
法

第
百
五
十
五
条
第
三
項
〉

〈
第
五
十
六
条
第
一
項
で
準
用
す
る
特
許
法

第
百
五
十
六
条
第
一
項（
同
条
第
一
項
中「
特

許
無
効
審
判
以
外
の
審
判
に
お
い
て
は
、
事

件
が
」
と
あ
る
の
は
「
事
件
が
」
と
読
み
替
え

る
）〉

特
許
法
第
一
五
六
条

実
用
新
案
法
第
三
九
条
の
二

意
匠
法

商
標
法


